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再 委 託 契 約 書  
  

  

ＴＯＰＰＡＮ株式会社（以下「甲」という。）と【委託先名】（以下「乙」という。）は、甲が文部科

学省から受託した、小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業及びＡＩを活用したグローバル人材

育成のための英語教育強化事業の一部に関して、次のとおり再委託契約を締結する。  

  

 （施 する委託事業名等）  

第１条 甲は、乙に対し、次の委託事業の施 を委託するものとする。  

（１） 委託事業名 

令和 7年度「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業」AIを活用したグローバル人材

育成のための英語教育強化事業（AI 英語モデル校事業） 

（２） 委託事業の内容及び経費 

小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業委託要項（以下「委託要項」という。）、 令和

７年度「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業」AIを活用したグローバル人材育成

のための英語教育強化事業（AI 英語モデル校事業）公募要領（以下「公募要領」という。）

及び事業施 計画書のとおり。ただし、第８条によった変更事業施 計画書承認後は変更事

業施 計画書のとおりとする。  

（３） 委託期間  

 【2026 年 4月 日から 2027 年 2月 5日】 

  

 （委託事業の施 ）  

第２条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、委託要項、公募要領及び事業施 計画書等に

基づき、委託事業を施 しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。  

  

 （委託費の額）  

第３条 甲は、委託事業に要する費用（以下「委託費」という。）として、【総額    円】を超えな
い範囲内で乙に支払うものとする。  

２ 乙は、委託費を（様式２）経費積算内訳書に記載された費目の区分に従って使用しなければなら

ない。当該計画が変更されたときも同様とする。  

 

 （険負担））  

第４条 委託事業の施 に関して生じた損害は乙の担）とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由に

よらない場合は、この限りではない。  

  

 （第者損損害償））  

第５条 乙は、委託事業の施 に当たり故意又は過失によって第者損に損害を与えたときは、その償

）の責を担うものとする。  

  

 （再委託） 

第６条 乙は、この委託事業の全部を第者損に委託してはならない。  

２ 乙は、この委託事業の一部を第者損に委託（以下「再委託」という。）しようとする場合は、再

委託先の住所、氏名、再委託を行う事業の範囲、再委託の必要性及び金額（以下「再委託に関す

る事項」という。）が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。  

３ 甲は、前項の書面の提出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要がある

と認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。  

４ 第２項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された事業施 計画書に、再委託に関する事

項が記載されている場合は、本契約の締結をもって第２項に規定する甲の承認があったものとす

る。  

５ 乙は、再委託の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて第２項の規定により再委託に関す

る事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、再委託の適正な
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履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、再委託に関する事項を記載した書

面の届出をもって代えるものとする。  

６ 乙は、再委託した事業に伴う再委託の相手方の行為について、甲に対して全ての責任を担うもの

とする。  

７ 乙は、甲が契約の適正な履行の確保のため再委託の履行体制の把握に必要な報告等を求めた場合

には、これに応じなければならない。 

  

 （再委委託の履行体制の把握）  

第７条 乙は、前条各項の承認を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数

の段階で再委託（以下「再委委託」という。）が行われるときは、あらかじめ再委委託先の住

所、氏名、再委委託届出書を甲に提出しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された事業施 計画書等に、履行体制に関する

事項が記載されている場合は、本契約の締結をもって前項に規定する甲への提出があったものと

する。  

３ 乙は、提出した履行体制に関する事項の内容に変更が生じた場合は、甲に対し遅延なく変更の届

出を行わなければならない。  

  

 （計画の変更）  

第８条 乙は、第２９条に規定する場合を除き、事業施 計画書に記載された委託事業の内容又は経

費の内訳を変更しようとするときは、事業施 計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受

けるものとする。ただし、経費の内訳の変更による費目間の流用で、その流用額が委託費の総額

の１５％を超えない場合及び費目内の種別間の流用の場合はこの限りではない。  

２ 甲は、前項の承認を行うときは、条件を附することができる。  

  

 （事業の廃止等）  

第９条 乙は、委託事業を廃止又は中止しようとするときは、その理由及びその後の措置を明らかに

して甲に申請し、その承認を受けるものとする。  

２ 甲は、前項の承認を行うときは、条件を附することができる。  

  

 （委託事業了（（廃止等）報告）  

第１０条 乙は、委託事業が了（したとき又は前条第１項の規定に基づき委託事業の廃止等の承認を

受けたときは、委託事業了（（廃止）報告書及び第３０条に規定する支出を証する書類の写を、

了（した日又は廃止等の承認の日から、２０日以内又は委託期間満（日のいずれか早い日までに

甲に提出しなければならない。  

  

 （査））  

第１１条 甲は、前条の規定に基づく報告書の提出を受けたときは、委託事業が契約の内容及びこれ

に付した条件に適合するものであるかについて査）するものとする。  

  

 （額の確定）  

第１２条 甲は、前条の査）をした結果、報告書の内容が適正であると認めたときは、委託事業に要

した経費について調）を行い、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。  

２ 前項の確定額は、委託事業に要した決算額に充当した委託費の額と第３条第１項に規定する委託

費の額のいずれか低い額とする。  

  

 （施調調）） 

第１３条 第１１条の査）及び前条第１項の調）の施 に当たっては、必要に応じ職員を派遣するも

のとする。  

  

 （委託費の支払）  

第１４条 甲は、第１２条第１項の規定による委託費の額の確定後、乙に委託費を支払うものとす

る。  
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２ 委託費の支払は、乙が請求書を甲に提出し、甲は乙の請求に基づき、乙指定の口座に振り込むも

のとする。  

３ 甲は、第１項の規定に基づく前項の適法な請求書を受理した日から３０日以内にその支払を行う

ものとする。  

  

 （成果報告）  

第１５条 乙は、第１０条の規定に基づく報告書の提出までに委託業務成果報告書１部を甲に提出す

るものとする。  

  

 （作権、、許権、、施用案権、、意権、等の帰属）  

第１６条 本事業の施 に伴い発生した作権、（作権、法第２７条及び第２８条に規定する、利を含

む。以下同じ。）、許権、、施用案権、、意権、等は、甲に帰属させるものとする。  

２ 乙は、前項の規定に基づき甲に作権、が帰属する作権物に関する作権損人格、を、甲及び甲の指

定する損に対して行使しないものとし、当該作権物の作権損が乙以外の第者損の場合は、当該第

者損をして甲及び甲の指定する損に対して作権損人格、を行使させないものとする。 

  

 （人人報報の取扱い）  

第１７条 乙は、甲が預託し又は本件事業に関して乙が収集若しくは権成した人人報報（生存する人

人に関する報報であって、当該報報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若し

くは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式をいう。）で権られる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、

動権その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。）により許定の人人を識別することがで

きるもの（他の報報と容易に照合することができ、それにより許定の人人を識別することができ

ることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）について、善良なる管理損の注意をもって取り

扱う義務を担うものとする。  

２ 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限

りではない。  

 （１） 甲が預託し又は本件事業に関して乙が収集若しくは権成した人人報報を第者損（再

委託する場合における再委託事業損を含む。）に提供し、又はその内容を知らせること。 

 （２） 甲が預託し又は本件事業に関して乙が収集若しくは権成した人人報報について、本

契約の委託事業を遂行する目的の範囲を超えて利用し、複写、複製、又は改変すること。  

３ 乙は、甲が預託し又は本件事業に関して乙が収集若しくは権成した人人報報の漏えい、滅失、毀

損の防止その他の人人報報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

４ 甲は、必要があると認めるときは、甲所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託

し又は本件事業に関して乙が収集若しくは権成した人人報報の管理が適切に行われているか等に

ついて調）をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調）及び指示を

受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。  

５ 乙は、甲が預託し又は本件事業に関して乙が収集若しくは権成した人人報報を、委託業務了（

後、廃止後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示によるものとする。  

６ 乙は、甲が預託し又は本件事業に関して乙が収集若しくは権成した人人報報について漏えい、滅

失、毀損、その他本条に係る違反等が発生又はその発生のおそれを認識したときは、甲に速やか

に報告し、その指示に従わなければならない。  

７ 第１項及び第２項の規定については、委託事業を了（し、廃止し、又は解除した後であっても、

なおその効力を有するものとする。  

８ 乙は、本委託事業の遂行上、人人報報の取扱いの全部又は一部を第者損に委託する場合（当該第

者損が委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会

社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）には、甲に対し、当該第者損に委託する旨、当該第

者損の名称及び住所を事前に書面により通知し、甲の書面による権諾を得るものとする。  

９ 乙は、人人報報の取扱いの全部又は一部を第者損に委託する場合、当該第者損に対して、この条

に定める安全管理措置その他の本契約に定める人人報報の取扱いに関する乙の義務と同等の義務

を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。  
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 （成果の利用等）  

第１８条 乙は、委託事業によって得た研究上の成果を利用しようとするときは、成果利用承認申請

書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、甲が許に認めたものについては、この

限りではない。  

  

 （委託事業の調））  

第１９条 甲は、必要があると認めたときは、委託事業の施 状況、委託費の使途、その他必要な事

項について報告を求め、又は施調調）を行うことができる。  

  

 （契約の解除等）  

第２０条 甲は、乙が契約書に記載された条件に違反した場合、本契約の全部又は一部を解除し、か

つ既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができるものとする。  

  

 （正正行為等に対する措置）  

第２１条 甲は、乙が、本契約の締結にあたり正正の申立てをした場合もしくは委託事業の施 にあ

たり正正又は正当な行為（以下「正正等」という。）を行った疑いがあると思われる場合、乙に

対して調）を求め、その結果を報告させることができる。また、甲が必要があると認めるとき

は、乙に対して施調調）を行うものとする。  

２ 甲は、前項の結果、この契約に関する正正等が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を

解除し、かつ既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができるものとする。  

  

 （利））  

第２２条 甲は、正正等に伴う返還金に利）を付することができるものとする。利）については、返

還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納付した日までの日数に応じ、

年利１４．６パーセントの割合により計算した額とする。  

  

 （属性要件に基づく契約解除）  

第２３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を

解除することができる。  

（１） 法人等（人人、法人又は団体をいう。）の役員等（人人である場合はその損、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

損、団体である場合は代表損、理事等、その他経営に施質的に関与している損をいう。）

が、暴力団（暴力団員による正当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき  

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第者損の正正の利益を図る目的、又は第者損に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき  

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき  

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを正当に利用するなど

しているとき  

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき  

  

 （行為要件に基づく契約解除）  

第２４条 甲は、乙が自ら又は第者損を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの

催告を要せず、本契約を解除することができる。  

（１） 暴力的な要求行為  

（２） 法的な責任を超えた正当な要求行為 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

（４） 偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為  

（５） その他前各号に準ずる行為  

  

 （表明確約）  
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第２５条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当し

ないことを確約する。  

２ 乙は、前２条各号の一に該当する損（以下「解除対象損」という。）を下請担人等（下請担人

 （下請が数次にわたるときは、すべての下請担人を含む。）、受任損（再委任以降のすべての受任

損を含む。）及び下請担人若しくは受任損が当該契約に関して人別に契約する場合の当該契約の

相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。  

  

 （再委託契約等に関する契約解除）  

第２６条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象損であることが判明したときは、直ちに当該再委託

先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。  

２ 甲は、乙が再委託先等が解除対象損であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約

を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除

せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除

することができる。  

  

 （損害償））  

第２７条 甲は、第２３条、第２４条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これに

より乙に生じた損害について、何ら償）ないし補）することは要しない。  

２ 乙は、甲が第２３条、第２４条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合においては、

契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならな

い。  

３ 前項の規定は、甲に生じた施際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合におい

て、甲がその超過分の損害につき、乙に対し償）を請求することを妨げない。  

  

 （正当入 に関する通報・報告）  

第２８条 乙は、自ら又は下請担人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反

社会的勢力から正当要求又は業務妨害等の正当入 （以下「正当入 」という。）を受けた場合

は、これを拒否し、又は下請担人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに正当入 の事

施を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜）上必要な協力を行うものとする。  

  

 （代表損変更等の届出）  

第２９条 乙は、その代表損氏名又は住所を変更したときは、その旨を文書により甲に遅滞なく通知

するものとする。  

  

 （書類の保管等）  

第３０条 乙は、委託事業の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目毎に区分し

て記載するとともに、甲の請求があったときは、いつでも提出できるよう、その支出を証する書

類を整理し、委託事業を施 した翌年度から５年間保存しておくものとする。なお、請求書等の

保管についてはインボイス制度を踏まえ、適切に対応すること。  

  

 （密 の保持等）  

第３１条 乙は、委託事業に関して知り得た事業上の密 をこの契約期間に関わらず、第者損に漏ら

してはならない。  

２ 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第者損に閲覧若しくは貸出してはならない。 

 

 （その他の事項）  

第３２条 乙は、委託事業を受託する事施又は委託によって知り得た教師等に関する報報を利用して

取引を誘引することにより、委託事業の中立性及び信頼性を損なってはならない。  

２ 甲は、乙の行為が、前項の規定に反するおそれがあるものと判断してその理由を明らかにしたと

きには、乙に対して報告を求めるものとする。  

３ 甲は、乙からの報告の結果を受けて、乙と協議の上、必要な措置を求めるものとする。乙は、甲

からの求めがあった場合には、相当な期間内に適切な対応をとるものとし、乙がこれに違反した

場合には、甲はその事施を公表することができる。  
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４ 乙は、この契約に定める事項のほか、委託事業の施 に必要な事務手続きの詳細については甲が

乙と協議の上定める規定に従わなければならない。  

５ 乙が法人格を有していない団体（以下「任意団体」という。）の場合は、履行体制の確保のた

め、乙は、構成員、会計基準等の必要な事項（以下「任意団体に関する事項」という。）が記載

された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。  

６ 前項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された事業施 計画書等に、任意団体に関する

事項が記載されている場合は、本契約の締結をもって前項に規定する甲の承認があったものとす

る。  

７ 乙は、任意団体に関する事項の変更等を行おうとする場合は、改めて任意団体に関する事項が記

載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、任意団体の適正な履行確保

に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、任意団体に関する事項を記載した書面の届

出をもって代えるものとする。  

８ 乙において、会計基準等について許段の定めが無い場合は国の契約及び支払に関する規定の趣旨

に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければな

らない。  

９ 第５項により提出された書面において債務責任損となっている損は、委託事業に伴い発生した過

払金の返還、償）金、損害金又は違約金及び延滞金の支払について、甲に対し、債務を担うもの

とし、債務責任損が複数あるときは、連帯して債務を担うものとする。  

１０乙は委託事業が了（した日の属する年度終（後、５年以内に第５項により提出した書面に変更が

ある場合は改めて書面による届出を行わなければならない。  

  

 （疑義の解決）  

第３３条 前各条のほか、本契約に関して疑義を生じた場合、甲乙協議の上解決するものとする。  

  

 

上記の契約の証として、本書２通への記名押印又は本契約の電磁的記録への電子署名を すものと

し、記名押印を した場合には本書各 1通を、電子署名を した場合には本契約の電磁的記録（同電

磁的記録を原本とし、印刷されたものはその写しとする）を各委保有する。 

なお、甲及び乙は、記名損又は電子署名損が本契約を締結するための正当な、限を有することを表

明する。  

   

2026 年 4月 日  

 

甲 東京都文京区水道一丁目３番３号 

  ＴＯＰＰＡＮ株式会社 

   

 

 

乙 住所 

  団体名 

  氏名 

 

 

 

 

 

 

 


